
 

令和２年６月松伏町議会定例会提出議案概要 
 

議案第２１号 

松伏町監査委員の選任について 

１  趣旨 

  松伏町監査委員安達君年氏の任期は、令和２年６月１９日で満了となるが、後任とし

て橋本雄二氏を同委員に選任することについて同意を求めるもの 

２ 任期 

  令和２年６月２０日から令和６年６月１９日まで 

 

議案第２２号 

専決処分の承認を求めることについて（松伏町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例） 

１ 趣旨 

埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴い、緊急

に松伏町後期高齢者医療に関する条例を改正する必要が生じ、令和２年４月３０日に松

伏町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を専決処分したので、その承認

を求めるもの 

２ 内容 

（１）保険料徴収等に係る事務の追加（第６条関係） 

町が行う事務に傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付を追加する。 

（２）その他規定の整備 

３ 施行期日 

  令和２年５月１日 

 

議案第２３号 

専決処分の承認を求めることについて（令和２年度松伏町一般会計補正予算（第１号）） 

１ 趣旨 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る特別定額給付金及び子育て世帯臨時特

別給付金の給付に伴い、緊急に令和２年度松伏町一般会計予算を補正する必要が生じ、

令和２年５月１日に令和２年度松伏町一般会計補正予算（第１号）を専決処分したので、

その承認を求めるもの 

２ 内容 

（１）当 初 予 算 額     ８，７４６，０００千円 

（２）補 正 予 算 額     ２，９６６，５９６千円 

（３）合     計    １１，７１２，５９６千円 

 

議案第２４号 

松伏町税条例及び松伏町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

地方税法の一部改正に伴い、個人の町民税における未婚のひとり親に対する税制上の

措置を講じ、固定資産税における所有者不明土地等に係る課税上の課題に対応するため

の制度を創設し、及び延滞金の特例基準割合の名称を変更し、並びに新型コロナウイル

ス感染症等に係る特例措置を講じるとともに、規定の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）松伏町税条例の一部改正（第１条） 
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ア 個人の町民税における未婚のひとり親に対する税制上の措置 

（ア）非課税措置の見直し（第２４条関係） 

令和３年度以後の各年度の個人の町民税の非課税措置について、寡婦のうち生

計を一にする前年の合計所得金額が４８万円以下の子を有する者、寡夫及び未婚

のひとり親を統合してひとり親（当該ひとり親の前年の合計所得金額が１３５万

円を超える場合を除く。）を対象に加える。 

（イ）未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（寡夫）控除の見直し（第３４

条の２関係） 

ひとり親控除及び寡婦控除については、所得制限を設け、ひとり親については、

「ひとり親控除」（控除額３０万円）を適用し、ひとり親以外の寡婦については、

寡婦控除（控除額２６万円）を適用する。 

イ 町民税等の減免に係る申請の期限の変更（第５１条、第７１条、第８９条、第

９０条及び第１１１条の３関係） 

町民税、固定資産税、軽自動車税種別割及び特別土地保有税の減免に係る申請

の期限を次のとおり変更する。 

現  行 改 正 後 

納期限前７日まで 納期限まで 

ウ 固定資産税における現に所有している者の申告の制度化（第７４条の３関係） 

町内の土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課

税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合において

当該土地又は家屋を所有している者（以下「現所有者」という。）に対し、当該所

有者が町に固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告する制度を設ける。 

エ 軽量な葉巻たばこに係る町たばこ税の課税方式の見直し（第９４条関係） 

令和２年１０月１日から令和３年９月３０日までの間において、１本当たりの重

量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの１

本をもって紙巻たばこの０．７本に換算するものとする。 

オ 延滞金の特例基準割合の名称の変更及び法人の町民税に係る納期限の延長の場合

の延滞金の割合の特例の見直し（附則第３条の２関係） 

（ア）延滞金の特例基準割合の名称を次のとおり変更する。 

現  行 改 正 後 

特例基準割合 延滞金特例基準割合 

（イ）法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金の割合を次のとおり変更する。 

現  行 改 正 後 

特例基準割合 

（平均貸付割合＋１％） 
平均貸付割合＋０．５％ 

カ 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充（附則第１０条の２関

係） 

中小事業者等が令和２年４月３０日から令和３年３月３１日までの間に生産性向

上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした先端設備等に

該当する事業の用に供する家屋及び構築物について、固定資産税の課税標準を当該

事業の用に供する家屋及び構築物に対して新たに固定資産税を課されることとなっ

た年度から３年度間は、その価格に０を乗じて得た額とする。 

キ 軽自動車税の環境性能割の非課税措置及び環境性能割の税率の特例措置の延長

（附則第１５条の２関係） 

軽自動車税の環境性能割の非課税措置及び軽自動車税の環境性能割の税率を１０
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０分の１とする特例措置の適用期限を６月延長し、令和３年３月３１日までに取得

したものを対象とする。 

ク 新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例（附則第２５条関係） 

個人が、指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の全部又は一部の

放棄を指定期間内にした場合において、市町村放棄払戻請求権相当額の寄附金を支

出したものとみなして、寄附金税額控除を適用することとする。 

ケ その他規定の整備 

（２）松伏町税条例の一部改正（第２条） 

ア 軽量な葉巻たばこに係る町たばこ税の課税方式の見直し（第９４条関係） 

令和３年１０月１日以後において、１本当たりの重量が１グラム未満の葉巻たば

この本数の算定については、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの１本に換

算するものとする。 

イ 法人税法における連結納税制度の見直しに伴う規定の整備 

ウ その他規定の整備 

（３）松伏町国民健康保険税条例の一部改正（第３条） 

ア 国民健康保険税の減免に係る申請の期限の変更（第２４条関係） 

国民健康保険税の減免に係る申請の期限を次のとおり変更する。 

現  行 改 正 後 

納期前７日まで 納期限まで 

  イ 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に係る国民健康保険税

の課税の特例の追加（附則第４項関係） 

長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に、低未利用土地等を譲渡した

場合の長期譲渡所得の特別控除の規定を追加する。 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

公布の日。ただし、アからオまでに掲げる規定は、当該アからオまでに定める日 

ア ２（１）エ 令和２年１０月１日 

イ ２（１）ア、オ、ク及び２（３）イ 令和３年１月１日 

ウ ２（１）イ及び２（３）ア 令和３年４月１日 

エ ２（２）ア 令和３年１０月１日 

オ ２（２）イ 令和４年４月１日 

（２）経過措置 

ア 延滞金に関する経過措置 

２（１）オは、施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の

期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。 

イ 町民税に関する経過措置 

（ア）２（１）アは、令和３年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、令和

２年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。 

（イ）その他必要な経過措置を講ずる。 

ウ 固定資産税に関する経過措置 

２（１）ウは、施行日以後に現所有者であることを知った者について適用する。 

エ 町たばこ税に関する経過措置 

２（１）エ及び２（２）アの施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻た

ばこに係る町たばこ税については、なお従前の例による。 
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議案第２５号 

松伏町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給について定

めるための条例の改正 

２ 内容 

（１）新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給（附則第

２項関係） 

   給与等の支払を受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発

熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができな

い場合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、労務に服することができなく

なった日から起算して３日を経過した日から労務に服することができない期間のうち

労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。 

（２）支給額（附則第３項関係） 

   傷病手当金の額は、１日につき、直近の継続した３月間の給与等の収入の額の合計

額を就労日数で除して得た額の３分の２に相当する金額とする。ただし、健康保険法

に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の３０分の１に相当する額の

３分の２に相当する金額を超えるときは、その金額とする。 

（３）傷病手当金の支給期間（附則第４項関係） 

   傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６月を超えないも

のとする。 

（４）新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調

整（附則第５項関係） 

 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイ

ルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができ

る者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただ

し、その受けることができる給与等の額が、２（２）により算定される金額より少な

いときは、その差額を支給する。 

３ 施行期日等 

  公布の日。２は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則で定める

日までの間に属する場合に適用する。 

 

議案第２６号 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

新型コロナウイルス感染症に係る作業に従事した職員に対する防疫作業手当の特例を

定めるための条例の改正 

２ 内容 

防疫作業手当の特例（附則第２項及び第３項関係） 

新型コロナウイルス感染症に係る作業に従事した職員に対して防疫作業手当を支給す

ることとし、当該手当の額は、１日につき、３，０００円（新型コロナウイルス感染症

の患者の身体に接触して行う作業等に従事した場合にあっては、４，０００円）とする。 

３ 施行期日等 

公布の日。２は、令和２年５月２２日から適用する。 

 

議案第２７号 
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松伏町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、償還免除の対象範囲を拡大する

とともに、規定の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）償還免除の対象範囲の拡大（第１５条関係） 

災害援護資金の償還免除事由として、死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい

障がいを受けた場合に加え、破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたと

きについても、災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することがで

きるものとする。 

（２）その他規定の整備 

３ 施行期日 

公布の日 

 

議案第２８号 

松伏町都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

町税に準じて、延滞金に係る特例基準割合の名称を変更するとともに、規定の整備を

するための条例の改正 

２ 内容 

（１）延滞金に係る特例基準割合の名称の変更（附則第２項関係） 

   延滞金に係る特例基準割合の名称を次のとおり変更する。 

現  行 改 正 後 

特例基準割合 延滞金特例基準割合 

（２）その他規定の整備 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和３年１月１日 

（２）経過措置 

   改正後の松伏町都市計画下水道事業受益者負担金条例附則第２項の規定は、令和３

年１月１日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延

滞金については、なお従前の例による。 

 

議案第２９号 

松伏町介護保険条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

町税に準じて、延滞金に係る特例基準割合の名称及び保険料の減免に係る申請の期限

を変更するとともに、規定の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）保険料の減免に係る申請の期限の変更（第１０条関係） 

   保険料の減免に係る申請の期限を次のとおり変更する。 

対 象 者 現  行 改 正 後 

普通徴収の方法により保険料

を徴収されている者 
納期限前７日まで 納期限まで 

特別徴収の方法により保険料 特別徴収対象年金給付の 特別徴収対象年金給付の
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を徴収されている者 支払日前７日まで 支払日まで 

（２）延滞金に係る特例基準割合の名称の変更（附則第６条関係） 

   延滞金に係る特例基準割合の名称を次のとおり変更する。 

現  行 改 正 後 

特例基準割合 延滞金特例基準割合 

（３）その他規定の整備 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和３年１月１日。ただし、２（１）は、令和３年４月１日 

（２）経過措置 

   改正後の松伏町介護保険条例附則第６条の規定は、令和３年１月１日以後の期間に

対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従

前の例による。 

 

議案第３０号 

松伏町手数料条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

住民基本台帳法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の一部改正に伴い、住民票の除票の写し等の交付の手数料を定め、及び個人番

号カードに係る通知カードの再交付の手数料を廃止するとともに、規定の整備をするた

めの条例の改正 

２ 内容 

（１）住民票の除票の写し等の交付の手数料の新設（別表関係） 

   住民票及び戸籍の附票の除票に関する手数料を次のように定める。 

手数料を徴収する事項 手数料の金額 

住民票の除票の写しの交付 １件につき ３００円 

戸籍の附票の除票の写しの交付 １件につき ３００円 

住民票の除票の記載事項に関する証明 １件につき ３００円 

（２）個人番号カードに係る通知カードの再交付の手数料の廃止（別表関係） 

個人番号カードに係る通知カードの再交付の手数料を廃止する。 

（３）その他規定の整備 

３ 施行期日 

公布の日 

 

議案第３１号 

松伏町農業集落排水事業分担金条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

町税に準じて、延滞金に係る特例基準割合の名称を変更するとともに、規定の整備を

するための条例の改正 

２ 内容 

（１）延滞金に係る特例基準割合の名称の変更（附則第２項関係） 

延滞金に係る特例基準割合の名称を次のとおり変更する。 

現  行 改 正 後 

特例基準割合 延滞金特例基準割合 

（２）その他規定の整備 
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３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和３年１月１日 

（２）経過措置 

   改正後の松伏町農業集落排水事業分担金条例附則第２項の規定は、令和３年１月１

日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金につ

いては、なお従前の例による。 

 

議案第３２号 

松伏町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

町税に準じて、延滞金に係る特例基準割合の名称を変更するとともに、規定の整備を

するための条例の改正 

２ 内容 

（１）延滞金に係る特例基準割合の名称の変更（附則第２条関係） 

   延滞金に係る特例基準割合の名称を次のとおり変更する。 

現  行 改 正 後 

特例基準割合 延滞金特例基準割合 

（２）その他規定の整備 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和３年１月１日 

（２）経過措置 

改正後の松伏町後期高齢者医療に関する条例附則第２条は、令和３年１月１日以後

の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、

なお従前の例による。 

 

議案第３３号 

松伏町学童保育の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童

支援員認定資格研修を実施することができる者に中核市の長を加えるための条例の改正 

２ 内容 

放課後児童支援員認定資格研修を実施することができる者の追加（第１０条関係） 

放課後児童支援員認定資格研修を実施することができる者に中核市（※）の長を加え

る。 

※ 中核市とは、地方自治法第２５２条の２２第１項に規定する政令で指定する人口

２０万人以上の市をいう。 

３ 施行期日 

公布の日 

 

議案第３４号 

松伏町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、連携施設の確保義
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務を緩和し、及び居宅訪問型保育事業者が提供する保育の要件を明確化するとともに、

規定の整備をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）連携施設の確保義務の緩和（第６条関係） 

   町長が調整を行うに当たり、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、

利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供される

よう必要な措置を講じている場合には、卒園後の受け入れ先確保のための連携施設の

確保は不要とすることができる。 

（２）居宅訪問型保育事業者が提供する保育の要件の明確化（第３７条関係） 

   保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により養育を受

けることが困難な乳幼児に対する居宅訪問型保育事業者による保育の提供が可能であ

ることを明確化する。 

（３）その他規定の整備 

３ 施行期日 

公布の日 

 

議案第３５号 

松伏町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

１ 趣旨 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の

運営に関する基準の一部改正に伴い、連携施設の確保義務を緩和するとともに、規定の

整備をするための条例の改正 

２ 内容 

（１）連携施設の確保義務の緩和（第４２条関係） 

町長が調整を行うに当たり、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の

終了に際して、満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に

基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じている場合に

は、卒園後の受け入れ先確保のための連携施設の確保は不要とすることができる。 

（２）その他規定の整備 

３ 施行期日 

公布の日 

 

議案第３６号 

松伏町中間処理場整備工事（１期工事）請負契約の締結について 

１ 工  事  名  松伏町中間処理場整備工事（１期工事） 

２ 施 工 箇 所  松伏町大字築比地地内         

３ 履 行 期 限  令和３年３月２２日 

４ 請 負 金 額  ４４１，９３６，０００円 

５ 請 負 業 者  東京都千代田区五番町４番地７ 

株式会社ナカノフドー建設 

            代表取締役 竹谷 紀之 

            代理人 北関東支店長 川口 康治 

 

議案第３７号 

財産の取得について 
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１ 財 産 の 種 類  物品 

２ 財 産 の 内 容  町立小中学校校内ＬＡＮ構築に係る機器一式 

３ 取 得 金 額  ５０，４７７，０７５円 

４ 契約の相手方  神奈川県川崎市中原区中丸子１３番地２ 

          株式会社富士通エフサス 

  代表取締役 小林 俊範 

           代理人 関越支社 情報ビジネス部長 佐藤 明男 

 

議案第３８号 

埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 

１ 趣旨 

  鴻巣行田北本環境資源組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更

することについて協議するもの 

２ 内容 

鴻巣行田北本環境資源組合の名称変更 

変 更 前 変 更 後 

鴻巣行田北本環境資源組合 彩北広域清掃組合 

３ 施行期日等 

  埼玉県知事の許可のあった日から施行し、変更後の埼玉県市町村総合事務組合規約の

規定は、令和２年４月１日から適用する。 

 

議案第３９号 

令和２年度松伏町一般会計補正予算（第２号） 

１ 補正前予算額 １１，７１２，５９６千円 

２ 補 正 予 算 額    ２９７，１９０千円 

３ 合     計 １２，００９，７８６千円 

 

議案第４０号 

令和２年度松伏町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

１ 当 初 予 算 額  ３，３０６，４８３千円 

２ 補 正 予 算 額        １１１千円 

３ 合     計  ３，３０６，５９４千円 

 


